
1．はじめに

1.1 背景・目的

京都の旧市街地では濃密なコミュニティが息づき、ヒ

ューマンスケールが残る歴史的な路地景観が形成されて

いる。しかしこれら路地に接する裏敷地では、その多く

が建築基準法の道路 i に接続していないことから接道

規定を満たさない無接道敷地として法的に取り残されて

おり、これらに立地する長屋は既存不適格な建物として

改修・改築や適切な維持管理に支障をきたしている。ま

たこれらの放置は空き家や所有者不明土地となり防災上

の問題となるが、一部の敷地では周囲の土地と統合され

高層マンションやホテル等へ転換され、市街地環境の悪

化や景観上の問題とされることも多い。 

筆者はこのような問題意識からこれまで京都都心部の

無接道敷地における景観保全と防災安全性を担保するた

めに法制度の在り方を検討してきた１）２）３）。 

このような状況を踏まえ京都市においても「京都市細

街路対策指針」の制定等、建物の更新を可能とする様々

な政策を検討・推進してきたが、対策は遅々として進ん

でいない。 これらの政策は主に一戸建てへの建替えを対 

象としていたが、ここで問題とすべき住戸は、住戸が連

なる長屋iiであるケースが多数を占めており、一戸建て

を前提とした施策では現状にそぐわず改善にはハードル

が高いものと思われる。 

本稿では先の政策を補うため新たに長屋のための救済

手法を提案する。先ず現状の路地空間 iiiと制限緩和手法

を評価、及び他の関連する法律を検討することで現状の

課題を抽出した上で、歴史的路地景観を担保し接道規定

上の課題を解決する新タイプの長屋による更新手法を提

示・検討することを目的とする。 

この提案は現状の長屋から発想している為住民の心理

的・物理的・法的ハードルを下げることも期待できる。

このような新たな視点を盛り込んだ長屋は、路地の景観

と安全性の両方を担保しつつ現実を見据えたアプローチ

となることが期待できる。 

1.2 既往調査研究と本研究の位置づけ 

本稿で扱う長屋は少子高齢化に伴う不動産の継承に課

題を抱えている。京都市他が行った「京町家まちづくり

調査（平成 20・21 年度）」では、居住者の年齢が上がる

につれ「建物の保全」意向の割合が下がるなど、京町家

歴史的細街路沿いの建物更新を可能にする「一建築物戸別更新手法」の検討
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のά⏝意ḧのῶ㏥のഴ向がࡳられた。また続ሗである「京

町家まちづくり調査に関わる㏣㊧調査」では �年前の前

ᅇ調査とẚべて京町家の⁛ኻ⋡のຍ㏿（1��Ѝ1��㸣）、空

き家⋡のቑຍ（10��Ѝ1���㸣）が進んでいる実ែが明ら

かにされている。このせᅉは先に示したように建物の更

新に㛢ሰឤを持っていることがせᅉと⪃えられる。 
既 ◊✲を見ると京都の路地を扱った◊✲はᯛᣲにい

とまがないが、これら建物更新における現実的課題にま

で踏ࡳ込んだ◊✲は少ない。本◊✲は京都の路地におい

て課題となっている建物の更新手法を検討するが、この

検討は全ᅜの路地景観を継承した密㞟市街地ᩚഛ手法や

新たな建築計画手法の㛤ᣅにもつながるᬑ㐢性を有した

ものと⪃える。 

2．ி㒔に࠾ける路ᆅ✵㛫の≉ᚩと法的ㄢ㢟 
2.1 ி㒔の↓᥋㐨ᩜᆅの⌧≧ 

京都の都心部に఩置する歴史的街区は平安京建都から

続く◻┙ᆺ街区と、1�ୡ⣖に行われたኳṇの地割りによ

る▷෉形街区が≉ᚩである。格子状街路に㠃した敷地が

⾲敷地とすると、無接道敷地はそれ௨እの街区ෆを形成

する裏路地に㠃する敷地となる（ᅗ 1）。これらの路地は

建築基準法による道路とは規定されてこなかった。 

この無接道敷地を接道᮲௳による㐪いにὀ目し、௨下

の㸲つに分㢮した（ᅗ 2）。⿄路に接続する敷地（௨下「⿄

路接続敷地」）、㏻りᢤけ路地に接続する敷地（「㏻りᢤけ

接続敷地」）、道路には接続するが、接道長さが２㹫ᮍ満

である「᪝➎敷地」、⚄♫境ෆ等の空地に接続する「ᗈሙ

接続敷地」である。本◊✲で扱う無接道敷地は」数の住

戸が୪ࡪ長屋の敷地を対象としている為、⿄路接続敷

地・㏻りᢤけ接続敷地を想定している。筆者による都心

部の歴史的街区での調査㸲）では、この無接道敷地が街区

全యに占める割合が、敷地数ẚでは 20��㸣、㠃✚ẚでは

���㸣を占めていた。無接道敷地はそのまま放置すること

で、先に示した課題の他、⪁ᮙ化した建築のಽቯによる

道の㛢ሰ、㑊㞴・救ຓ・ᾘⅆά動に支障を᮶すなど῝้

な状況をᘬき㉳こすことがᠱᛕされている（ᅗ �「現状

における長屋の課題点」ཧ↷）。 

2.2 ி㒔ᕷのไ㝈⦆࿴手法のㄢ㢟 

京都市の制限緩和࣓ニューの課題を検討した⤖ᯝ、�

つのせᅉ（「制度に㉳ᅉ」「戸別に分割・更新に㉳ᅉ」「路

地の道路化に㉳ᅉ」「コミュニティに㉳ᅉ」）を見出した

（ᅗ �「京都市における制限緩和࣓ニューの課題」ཧ↷）。 

京都市の無接道敷地の救済手法である制限緩和࣓ニュ

ーには主に、建築基準法➨ ��᮲➨ 2㡯➨ 2ྕに基づくチ

可iY㸭連担建築物設計制度 Y㸭法➨ �2 ᮲ 2 㡯・� 㡯道路

の指定（ᅗ ��）Yi による࣓ニューがある。 

しかし上グの࣓ニューは、先に示した㏻り一戸建てに

よる更新を前提としていた。しかしここで問題としてい

る住戸は長屋であるケースが多数を占めておりYii、一戸

建てを前提とした施策では現状にそぐわない。 

なお本稿で対象とする長屋は、住戸のฎ分・更新等の

ุ᩿が可能な持ち家(建物所有)の住民を想定している。

ᅗ � viiiにはྛ都道ᗓ┴別に見た長屋の持ち家・೉家割合

を示した。これを見ると㤳都ᅪ（ᮾ京・༓ⴥ・ᇸ⋢・⚄

ዉᕝ）・関すᅪ（大㜰・京都・රᗜ）の࡯か໭ᾏ道・Ἀ⦖

が全ᅜ平ᆒ್を㉸え、ẚ㍑的持ち家割合が高い地ᇦとな

っており、京都ᗓにおいては �����の割合で持ち家とな

ᅗ 2 ↓᥋㐨ᩜᆅの✀㢮 㸰㸧 

ᅗ � ி㒔ᕷにࡼる路ᆅの㐨路࡬のㄏᑟ஦౛ 㸳㸧 

ᅗ 1 ↓᥋㐨ᩜᆅに❧ᆅする㛗ᒇ஦౛ 
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っているi[。これらの地ᇦは持ち家の戸数も多いことか

ら౪⤥㔞・割合ともに高い。これから本稿で提案する戸

別更新長屋の適ᛂ地ᇦは主に㤳都ᅪ・関すᅪ等の大都市

ᅪで可能性が高いと⪃えられる。 

それ௨እにも現状の制限緩和࣓ニューには、道路のᖜ

ဨを �P௨上☜保することによる路地景観の႙ኻや、道路

ᣑᖜによる建築可能な敷地㠃✚のῶ少などのᘢᐖの࡯か、

ᚋ㏙する区分所有法上も課題が多い。 

筆者は建築と一యとなったヒューマンスケールの路地

空間を残すことが㨩ຊ的な街には㔜せと⪃えた。そのた

めには建築と路地の関ಀ性を分᩿し道路化する஦になる

現況の制限緩和手法ではなく、一建築物である長屋のయ

⿢を保持することで、合法的な路地（敷地ෆ㏻路化）を

残すことが可能となる、との⪃えをもつに⮳った。 

2.� ༊ศᡤ᭷法ࡓࡳࡽ࠿㛗ᒇ 

一方で区分所有法１᮲には、「一Ჷの建物にᵓ㐀上区

分された数ಶの部分で⊂立して住居、ᗑ⯒、஦ົ所ཪは

಴ᗜその他建物としての⏝㏵に౪することができるもの

があるときは、そのྛ部分は、この法律の定めるとこࢁ

により、それࡒれ所有ᶒの目的とすることができる」と

規定されており、本稿で扱う長屋もこの定⩏にᙜてはま

る。そこで本稿では長屋を区分所有法の適⏝建物である

ことを前提に✀々検討する（ᅗ �ཧ↷）。 

長屋は先の法律により、土地・建物ともに現状ኚ更（法

的扱いもྵめ）を行うにはඹ有者全ဨのྠ意がᚲせであ

り、ྠ意なき建物分割・戸別更新は㐪法となる[。そのた

め現状の制限緩和࣓ニューで想定している長屋の分㞳・

戸建て建設に伴う敷地分割は㠀現実的である。 

ᅗ � 本✏にࡳる⌧≧のㄢ㢟とᑐᛂ᪉㔪一ぴ 
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このように長屋の抱えるᵓ㐀のඹ有・敷地฼⏝ᶒの保

ㆤ・住民合意等の」合的せᅉからなる」㞧さを⪃えると、

本㉁的にඹྠ住Ꮿの建て替え問題とྠ様に、現状ኚ更が

㞴しいࣅルディンࢢタイプといえる。このことからも長

屋のయ⿢を保ちながらも戸別更新（新築・改築）がᐜ᫆

に可能となるᯟ⤌ࡳがồめられている。 

 

�．「一建築物戸別更新手法」のᥦ᱌ 

�.1 「戸別更新㛗ᒇ」のᴫせ 

本❶では前❶で⪃ᐹした課題の解決を目指し、長屋に

よる建物の更新手法について提案する（ᅗ �ཧ↷）。本稿

では建物の新㝞௦ㅰを持続的に可能とするᴫᛕを「一建

築物戸別更新手法」とし、この手法をᛂ⏝した長屋を「戸

別更新長屋」として提案・⪃ᐹしていく。 

長屋は法的には「一敷地・一建築物」として住戸⩌が

まとまっているが、京都・都心部に立地する長屋の多く

が接続する路地は接道規定を満たさない既存不適格建築

物である。そのため建て替えや改修[i 等の更新に㝿して

はᅗ �ᕥ上のように長屋を戸建てに分割、戸建てẖに建

物・敷地を設定しྛ々を接道される手法が一⯡的に⏝い

られてきた。これにより路地は建て替えの㝿に఩置指定

道路の扱いをཷけ、ᖜဨは �㹫の☜保がồめられてきた。 

「一建築物戸別更新手法」はこれに替わり現状の路地

空間の保全を前提とするヨࡳである。これをࣔデル化し

た「戸別更新長屋」は一建築物であるඹྠ住Ꮿの฼点で

ある「敷地ෆ㏻路扱いによる路地の合法化」「敷地の有ຠ

฼⏝」および戸建ての฼点である「㏆㞄住戸に対する建

築計画上の᭱ᑠ限の制⣙」をేࡏ持つ長屋として計画し

た。[ii 

௨㝆にྠ手法による建築計画上の≉ᚩを「建築可能⠊

囲」「ᵓ㐀インࣛࣇ」「コミュニティ規⠊」「ᑓ有部分と

ඹ⏝部分の᳇ࡳ分け」の㡯目に分け、⤂௓する。 

ᵓ㐀区分の設定 

まず戸別更新長屋をᵓ成する「ᵓ㐀インࣛࣇ」「እ㒌」

「インࣇィル」の分割からなるᵓ㐀区分を設定した。こ

れにより一建築物のᯟ⤌ࡳを維持しながら⮬⏤度の高い

戸別更新をᅗることを目ㄽんだ。 

「ᵓ㐀インࣛࣇ」の名⛠については住民ࣞ࣋ルでの意

思決定を㉸えたỌ続性を持った♫఍基┙的な意࿡合いを

持たࡏ名௜けた。「ᵓ㐀インࣛࣇ」[iiiは長屋の全య的な

㦵格となる境⏺ቨとそれをつなぐᱱからᵓ成され、一建

築物である長屋のయを成し、かつྛ住戸を形成するため

のᚲせ᭱ᑠ限に設定されるべきインࣛࣇである。このᵓ

㐀インࣛࣇをྛ住戸にΏるỌ続性のある㦵格として設定

する [iY。 

「እ㒌」はᵓ㐀インࣛࣇ௨እでእ部に接するእቨ・屋

᰿・基♏とし、ᑓ有部を取り囲ࡴᵓ㐀物とする。「インࣇ

ィル」はእ㒌ෆ部をᵓ成する部ᮦ（ᗋ・ᰕ・㝵ẁ・ᑠ屋

⤌等）でありᑓ有部分にヱᙜする。 

建築可能⠊囲 

᭱大ቨ㠃ࣛインと境⏺ቨ（ᵓ㐀インࣛࣇ）の設定によ

りྛ住戸における建築可能⠊囲�建築㠃✚・ᗋ㠃✚�を制

限、ྠ様に㌺高・建物高さを設定することで建物の᭱大

࣎ࣜュー࣒の上限を設定、እ㒌の設定は境⏺ቨ௨እは全

య計画に支障がない⠊囲で⮬⏤とした。 

᭱大ቨ㠃ࣛインは㞟ᅋ規定�ᩳ⥺制限、ᐜ✚⋡・建ᆤ⋡�

及び༢య規定�᥇ග・換Ẽ等、敷地ෆ㏻路ᖜဨ等、防ⅆ規

定等�における安全ഃに㓄៖して設定する。その㝿、᭱ ᑠ

ቨ㠃ࣛインはྛ住戸の㞟合を一建築物である長屋とࡳな

 。る᭱ప限の⠊囲で設定する[Yࡏ

ඹ⏝部分・準ඹ⏝部分及びᑓ有部分の᳇ࡳ分け 

ඹ⏝部分の設定は先に示したᵓ㐀インࣛࣇ�᭱ᑠቨ㠃

ᅗ � ྛ㒔㐨ᗓ┴別にぢࡓ㛗ᒇのᣢࡕᐙ・೉ᐙ๭ྜ 
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ࣛインෆに㓄置�および㑊㞴⤒路に関ಀする空間�ࢺンࢿ

ル路地など�とする。これにより戸別に更新している期間

もᵓ㐀インࣛࣇを残すことになり、一建築物である長屋

のయ⿢を担保することになる。 

境⏺ቨ௨እのᑓ有部を取り囲ࡴእ㒌については、長屋

全యの形ែ及び法的・計画的な持続性の担保がᚲせな部

分であり「ඹ⏝部分」の性格を持つが、ྠ᫬に戸建て୪

にྛ住戸が適ᐅ⮬⏤に計画・更新できる部分であるたࡳ

め「ᑓ有部分」的な性格を持っている。この点がᚑ᮶定

⩏されている「ඹ⏝部分」「ᑓ有部分」にᙜてはまらない

ため、本稿ではこれらの୰間的な意࿡合いを持つ部分を

「準ඹ⏝部分」と新たに設定した。 

住民が住戸の戸別更新をする㝿には、準ඹ⏝部分及び

ᑓ有部であるインࣇィル部分については、ᵓ㐀インࣛࣇ

に㐣度にຊ学的ᙳ㡪を୚えないᵓ法とすることで、他住

戸にᙳ㡪を୚えない⊂立した計画とする。 

コミュニティ規⠊ 

長屋の形ែ及び法的・計画的な持続性を担保するため、

ඹྠ住Ꮿとྠ様に管理⤌合及び管理規⣙を設定する。こ

れにより一య฼⏝のためのコミュニティ・య制をᩚഛす

る。管理規⣙については建築基準関ಀ規定への適合を前

提としつつ、防災カ⦎等のࢺࣇࢯ㠃のᙉ化や建築༠定を

ཧ⪃に建築を規定する㡯目（「敷地」「఩置」「ᵓ㐀」「⏝

㏵」「形ែ」「意໶」「建築設ഛ」）を設定する࡯か、規⣙

で想定していなかった計画等に関する༠㆟手続きなどを

設定する。ලయ的には、እ㒌における住戸分割の⚗Ṇ（敷

地）、᭱大ቨ㠃ࣛインを㉸えない（఩置）、ᵓ㐀インࣛࣇ

をᲠᦆしない施ᕤ法、ཎ状ᅇ᚟が可能なᮌ㐀・㕲㦵㐀に

限る（ᵓ㐀）、ᑓ⏝住Ꮿཪは適⏝᫬௨前の建築物とྠࡌ⏝

㏵（⏝㏵）、㝵数・高さの制限（形ែ）、௙上げᮦᩱ・屋

᰿形状の指定（意໶）等を想定している。 

 

ᅗ � 㛗ᒇをྲྀࡾᕳࡃ⌧≧と「一建築物戸別更新手法」のᴫせ 
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�.2 ᵓ㐀༊ศにࡼる位置づけとᩚ⌮ 

௨上のෆᐜをᵓ㐀区分（ᵓ㐀インࣛࣇ・እ㒌・インࣇ

ィルの分割）によりᩚ理したものをᅗ �に示す。 

区分所有法でいう฼⏝区分で見ていくと、ᵓ㐀インࣇ

ルはඹ⏝部分にあたる。ᙜヱ部分はඹྠ住Ꮿྠ様、計画

᫬に決定されているものであるが、ኚ更には管理⤌合の

決㆟がᚲせとなる。そのため区分所有者による改修の⮬

⏤度は基本的には持たない。またインࣇィルについては

ඹྠ住Ꮿྠ様、ᑓ有部分にᒓし、改修の⮬⏤度は高く設

定している。 

一方のእ㒌は前⠇の理⏤により「ඹ⏝部分」「ᑓ有部

分」の୰間的な意࿡合いから「準ඹ⏝部分」としている。

ᙜヱ部分は஦前に決められた᮲௳のもとでの計画の⮬⏤

度を担保するため、建築ᑂ査఍などで見られる「ໟᣓྠ

意基準」を管理規⣙に基づいて設定、住民によりᵓ成さ

れる管理⤌合によるチ可制とし、基本的には⏦ㄳෆᐜに

ついてはᑛ㔜しྠ意を前提としている。これにより想定

しない⏦ㄳෆᐜが出たሙ合にも௓ධ・༠㆟できるᯟ⤌ࡳ

としている。 

�.�「戸別更新㛗ᒇ」の更新࣮ࣥࢱࣃ 

戸別更新長屋における更新は、ձ既存長屋全యがある

᫬期に建替える（新築・改築[Yi）とこࢁからはࡌまるࣃ

ターン（ᵓ㐀インࣛࣇ・እ㒌ともにᙜึからᩚഛ）と、

ղ既存長屋からはࡌまり、㝶᫬、戸別更新（新築・改築。

ᵓ㐀インࣛࣇ・እ㒌もేࡏて）し全యにἼ及するࣃター

ンの 2㏻りを想定している（ᅗ �ཧ↷）。 

またձղともに㏵୰で「ᶍ様替え・修⧋[Yii 」が適ᐅ、

戸別住民の意向により行われることが想定されるが、こ

れらは既存のᮦᩱの置き換えを前提とした建築行為 [Yiii 

と⪃え、大ᖜな現状ኚ更を伴うᵓ㐀インࣛࣇ（ղࣃター

ンのࡳ）・እ㒌のᩚഛ等まではせồしない「㍍ᚤなᕤ஦」

としている。ただし「新築」「改築」による戸別更新が㞄

接住戸で行われるሙ合は境⏺ቨ（ᵓ㐀インࣛࣇ）の設置

により境⏺（ቨⰺ）から㉺境するため、これに伴う「ᶍ

様替え・修⧋」や境⏺ቨのࣈࢲルቨ௙様も想定した（ᅗ

�ྑ下「ࣃターンղ」ཧ↷）。 

戸別更新長屋は先のᵓ㐀区分を⏝いることで、一建築

物のᯟ⤌ࡳを維持しながら⮬⏤度の高い戸別更新をᅗる

ことを目的としている。その為、管理規⣙上の制⣙はあ

るが、ఱれのᕤ஦にしてもᵓ㐀インࣛࣇを維持すること

௨እは⮬⏤であることを基本としている。 

௨上、「一建築物戸別更新手法」を提案したが、本提案

を⏝いることにより接道規定上の課題を解決しながら建

物の更新を行うことを可能とし、更に建築と路地が一య

となったヒューマンスケールの路地空間の合法的な保全

も可能となる。 

 

�.「戸別更新㛗ᒇ」とఫᒃ⣔௚⏝㏵とのẚ㍑ 

本❶では前❶で示した「戸別更新長屋」について、㢮

ఝする他の住居⣔⏝㏵とẚ㍑することでྠ手法との┦㐪

部分と≉ᚩを明らかにしていく。ᅗ �のᶓ㍈にはྠ手法

のコンࢭプࢺの他、長屋・ඹྠ住Ꮿ・戸建て住Ꮿからな

る㢮ఝする既存の⏝㏵を、⦪㍈には「一建築物」の維持

において␃意・検討すべき㡯目について୪べた。その㝿

には、ཧ⪃ᩥ⊩ �）において示された「一の建築物�一Ჷ

性�にಀる検討」で౑⏝された「ᶵ能」「ᵓ㐀」「እ観」の

ุ᩿㡯目について、本稿ではそれࡒれの㡯目を「㑊㞴・

㏻行」「ඹ⏝部分のᵓ㐀」「街୪ࡳ」と解㔘してేࡏて⪃

ᐹした。 

「㑊㞴・㏻行」を見ると、「戸別更新長屋」は長屋とྠ

様に住戸ࡈとに屋እ㏻路へ┤接出ධりするものを指すが、

ᗯ下や㝵ẁ等のඹ⏝部分を⤒⏤して屋እへ出ධりするඹ

ྠ住Ꮿとはこの点が大きく㐪う。長屋とඹྠ住Ꮿは㞟合

住Ꮿとしてはྠࡌ性㉁を持つが、長屋は接地性の高い空

間ᵓ成であることから、出ධりの形ែとしては道路へ┤

接出ධりする「戸建て」に㏆いことがわかる。そのため

見かけ上、長屋は戸建てのように道に┤接出ධりできる

が、ᖜဨは道路の基準（�㹫௨上）ではなく「敷地ෆ㏻路」

の基準（1��㹫௨上 [i[）が適⏝される。このことから計

画に㝿してはᖜဨのᙳ㡪をపῶできる。 

ᅗ � ᵓ㐀༊ศにࡼる位置づけ 
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「ඹ⏝部分のᵓ㐀」を見ると、ᗋཪはቨ等の主せᵓ㐀

部をඹ有することは、「戸別更新長屋」「長屋」「ඹྠ住Ꮿ」

ともにྠࡌであるが、「戸別更新長屋」では長屋の形ែ及

び法的・計画的な持続性を担保するため「準ඹ⏝部分」

を設定、この部分については᮲௳の⠊囲ෆでྛ住戸が⮬

⏤に計画できる規⣙を設定・㑂Ᏺすることで、区分所有

者のඹྠの฼┈に཯する行為を౵ᐖしない様にしている

とこࢁが≉ᚩである。これは現状の区分所有法では建物

のඹ⏝部分は区分所有者全ဨのඹ有であることから、እ

㒌における現状ኚ更（建物分割・戸別更新）が㞴しい஦

౛ 㹶に対ᛂしたものである。 

「街୪ࡳ」については「物理的に一యをなし、一Ჷと

ุ᩿できる༑分な接続をもつもの」㸴）とすることは「戸

別更新長屋」「長屋」「ඹྠ住Ꮿ」ともにྠࡌであるが、

先に示した区分所有者によるእ㒌の計画（᭱大・᭱ᑠቨ

㠃ࣛインの⦡りはあり）により、住戸ẖの緩やかなアࣞ

ンࢪは可能な計画となっている。 

「土地・建物のᶒ฼」を見ると「戸別更新長屋」はඹ

ྠ住Ꮿの᮲௳に㏆く、土地はඹ有のࡳとしている。これ

は土地のᶒ฼をಶேにㄆめると、⿢ุ஦౛㹶のように建

物の分᩿に関する一部住民のㄆ識㐪いによるதいが㉳き

る可能性があり、これを㜼Ṇするためである。この⫼景

には現状の長屋では住戸の更新が住民の思い㏻りになら

ないことへの不満がある。これに対し「戸別更新長屋」

ではᵓ㐀インࣇィルの保全と住民の⮬⏤度が高い「準ඹ

⏝部分」の設定によりᑗ᮶の可ኚ性と法的・計画的な持

続性の両立を可能としている。これにより区分所有者全

ဨの土地建物のᶒ฼を保ㆤできると⪃えた。 

᭱ᚋに「住戸の建て替え更新・改修の⮬⏤度」を⪃ᐹ

する。これまで㏙べたように「戸別更新長屋」は現状の

ᅗ � 「戸別更新㛗ᒇ」のࢺࣉࢭࣥࢥとఫᒃ⣔㢮ఝ⏝㏵とのẚ㍑ 
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課題に合わࡏᵓ㐀インࣛࣇ・準ඹ⏝部分・ᑓ有部分を౑

い分けることで住民の⮬⏤度と長屋の全య性をコンࢺロ

ール可能なᯟ⤌ࡳとしていることから、既存長屋・ඹྠ

住Ꮿとは㐪い長屋の更新可能性が高まるものと⪃える。 

 
�．ㄢ㢟のゎᾘཬࡧ路ᆅ㐺ྜᗘの検討 
2 ❶では「京都市における制限緩和࣓ニューの課題」

について⪃ᐹしたが、本❶ではᙜヱ課題における「戸別

更新長屋」のጇᙜ性を検討する（ᅗ �「戸別更新長屋」

ཧ↷）。2❶ではᙜヱ課題には �つのせᅉ（「制度に㉳ᅉ」

「戸別に分割・更新に㉳ᅉ」「路地の道路化に㉳ᅉ」「コ

ミュニティに㉳ᅉ」）を見出したが、このせᅉẖに検討す

る。 

「制度に㉳ᅉ」の㡯目については、現状の制限緩和࣓

ニューが対象としている戸建て化௨እにも、現状の路地

及び長屋に対ᛂした㑅ᢥ⫥（路地を合法化し長屋のまま

で更新できる࣓ニューの㏣ຍ）をቑやすことで解決可能

となる。 

「戸別に分割・更新に㉳ᅉ」をࡳると、現状の制限緩

和࣓ニューでは戸建て化に向けた「長屋の切り㞳し」は

区分所有法上㐪法の可能性が高いため対ᛂできない࡯か、

住民合意がᚓられにくい⫼景があることが☜ㄆできた。

これに対し「戸別更新長屋」ではᚑ前の長屋をᑛ㔜し、

一建築物とㄆめられる全య計画を設定することで接道規

定を㑂Ᏺしている。またこの⫼景には現状の長屋では住

戸の更新が住民の思い㏻りにならないことへの不満が指

᦬できるが、「戸別更新長屋」では⮬⏤度が高い「準ඹ⏝

部分」の設定により、ᑗ᮶の可ኚ性及び法的・計画的な

持続性の両立を可能としている。 

「路地の道路化に㉳ᅉ」をࡳると、ᚑ前の࣓ニューは

住戸ẖに接道⩏ົを満たすᚲせから路地の道路化を前提

としていたが、「戸別更新長屋」では法的に「一建築物」

である長屋の扱いとすることで、路地は「敷地ෆ㏻路」

となり路地と建築が一యとなった空間が可能となる。 

「コミュニティに㉳ᅉ」については、現状に๎した長

屋を前提とした࣓ニューが存在しないことから、安全安

心な環境ീ等のᑗ᮶ᒎᮃが見いだࡏず、住民の連ᦠがᅔ

㞴となっていた。これに対し「戸別更新長屋」では㞟住

యである長屋の更新を可能とするᑗ᮶ᒎᮃを示すことで

ඹ有㈈産をඹにする住民による連ᦠ・合意形成をᐜ᫆に

するものと⪃えた。 

௨上により「戸別更新長屋」が既存の路地が抱える課

題解決に有ຠなことを☜ㄆした。 

 とめࡲ．�
本稿では現状の長屋が持つ接道規定上の課題を解決す

るため戸別更新長屋を提示、ᙜヱᵓ㐀区分を⏝いること

で一建築物のᯟ⤌ࡳを維持しながら戸別更新をᅗる可能

性を検討してきた。 
2 ❶では京都市における路地空間の≉ᚩと法的課題に

ついて⪃ᐹした。ᚑ前の接道規定における制限緩和࣓ニ

ューは一戸建ての更新を前提としていたが、現状の住戸

は長屋であるケースが多数を占めており、これらを想定

した㑅ᢥ⫥のᚲせ性を示した。更に区分所有法の視点か

らの検討を行った。長屋はその接地性から物理的な切り

㞳しが可能な状況にあるために本稿で⤂௓した⿢ุ஦౛

のような問題が㉳きていたが、本᮶はඹྠ住Ꮿྠ様に長

屋の分㞳は㐪法であり、現状の制限緩和࣓ニューの適⏝

はᅔ㞴であることを指᦬した。 

�❶では、「戸別更新長屋」は、ඹྠ住Ꮿによる一建築

物の฼点（敷地ෆ㏻路扱いによる路地の合法化）と戸建

てによる฼点（建築計画による᭱ᑠ限の制⣙）をేࡏ持

つ計画であることをㄝ明、提案を行った。これにより路

地は道路の規定をཷけるᚲせがなくなり、路地と建築が

一యとなった空間を可能とすることを示した。更にᚑ᮶

の区分所有法の区分であったඹ⏝部分とᑓ有部分の࡯か

に本稿では「準ඹ⏝部分」を設定、住民による計画の⮬

⏤度の௜୚とともに一建築物を法的に維持するための᭱

ప限の規準に基づいたチ可制とすることで、ᑗ᮶の住民

による建物のእ形をྵࡴ適ṇな戸別更新の可能性と長屋

全యの持続性の両立を可能とする提案を行った。 

� ❶では、提案した「戸別更新長屋」と、㢮ఝする既

存の住居⣔⏝㏵をẚ㍑することでྠ手法との┦㐪部分と

≉ᚩを明らかにした。これから「戸別更新長屋」は、建

築�ᵓ㐀・街୪ࡳ�の一య性としてはඹྠ住Ꮿに㏆いが、

プࣛンや更新の⮬⏤度は戸建てᐤりであり、両⏝㏵の長

所をවࡡഛえた㢮ᆺといえることを☜ㄆした。さらに住

戸が┤接接続する㏻路部分について見ると、「戸別更新

長屋」はඹ⏝ᗯ下�ඹྠ住Ꮿ�・道路�戸建て�のどちらで

もない路地（敷地ෆ㏻路）を残すことが可能となり、ᖜ

ဨの制⣙が㍍ῶされる฼点があることを☜ㄆした。 

� ❶では、路地の課題解ᾘに対する「戸別更新長屋」

のጇᙜ性を検討した。ここでは課題における �つのせᅉ

（「制度に㉳ᅉ」「戸別に分割・更新に㉳ᅉ」「路地の道路

化に㉳ᅉ」「コミュニティに㉳ᅉ」）ẖに「戸別更新長屋」

の有⏝性を検討、「戸別更新長屋」が既存の路地が抱える

課題解決に有ຠなことを☜ㄆした。 
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�．௒ᚋのᒎᮃ 

௒ᚋのᒎᮃを示すと、長屋は㞟合性、ᵓ㐀のඹ有、敷

地฼⏝ᶒの保ㆤ、住民合意等の」㞧さにおいて本㉁的に

ඹྠ住Ꮿとኚわらず、現状ኚ更が㞴しいࣅルディンࢢタ

イプといえることは先に㏙べたが、本稿で示した「一建

築物戸別更新手法」は長屋ࡤかりではなく、ඹྠ住Ꮿに

おける建て替え更新の可能性をも⛎めているものと⪃え

ている。 
筆者は現状のඹྠ住Ꮿには建物ຎ化対策における住民

の㈐௵やᙳ㡪区分の᭕᫕さがあり、これを明☜にするこ

とで住民のᙜ஦者意識の向上と」㞧に⤡ࡴ課題のᩚ理が

可能になると⪃えるが、その㝿にはスケルࢺンインࣇィ

ル（SI）の⪃えを持ったඹྠ住Ꮿ、さらに進めて本稿で

提案したᵓ㐀区分を᥇⏝したඹྠ住Ꮿに建て替え問題の

解決への可能性を見出している（ཧ⪃஦౛としては 1960
年௦に⯆った࣓タ࣒࣎ࣜࢬ思想を཯ᫎしたேᕤ地┙の✚

層やᬕᾏ高層アࣃーࢺの࣓࢞スࢡࣛࢺチࣕー、୰㖟࢝プ

 。（ルなどがヱᙜするかࣅルタワーࢭ
これらᵓ㐀区分の᥇⏝により住戸༢఩（እ㒌・インࣇ

ィル）の⊂立性が高まることからỈᘔりや㞵₃れなどの

ຎ化による他住戸へのᙳ㡪は᭱ᑠ限にᢚえられる。また

住戸（≉にእ㒌）の維持管理について住民の㈐௵が明☜

になるとともに、住戸の更新を住民の㈐௵により行うこ

とが可能となり、更新意ḧのある住戸では⏕ά様ᘧのኚ

化への対ᛂ等も可能となる。一方でᚑ᮶のඹྠ住Ꮿ（ప・

୰層で多い）に見られるスケルࢺン部分には㞧ቨ等┤接

ᵓ㐀にᐤ୚しない部分もྵまれており、あるಶ所のຎ化

によるᙳ㡪が連㙐的にᣑ大する可能性があるが、これを

ᚲせ᭱ప限のᵓ㐀インࣛࣇに限定することで管理⤌合が

管理するඹ⏝部分（ᗯ下等ᶵ能部分は㝖く）を限定でき、

長ᑑ࿨化のための改修への㞟୰ᢞ㈨が可能となる。 
またᵓ㐀インࣛࣇにはその♫఍基┙的な意࿡合いから

බ的㈨㔠のὀධも検討のవ地があるものと⪃える。一౛

では土地区画ᩚ理஦ᴗによる都市計画道路をጞめとする

インᩚࣛࣇഛや෌㛤発஦ᴗ（ඃⰋ建築物等ᩚഛ஦ᴗ）に

よるඹྠ住Ꮿのඹ⏝部等（空地等のᩚഛ・౪⤥ฎ理施設・

ඹ⏝㏻行部分ᩚഛ㈝）への補ຓ㔠のᢞධなどの஦౛があ

り、これを前౛とすると♫఍基┙といえるᵓ㐀インࣛࣇ

とᑓ有部分（እ㒌・インࣇィル）を分けることで補ຓ㔠

のᢞධはよりṇᙜ性を持つものと⪃えており、このよう

な⤒済的インࢭンティࣈがാくことで建て替えの障ቨも

下がるものと⪃えている。 
௒ᚋの課題：本稿で扱った戸別更新長屋は、既存の制

限緩和࣓ニューにẚべ長屋への適⏝のハードルを下げる

ことになるが、≉に既存改修のᘏ長⥺上にこの手法を取

りධれるሙ合はẁ㝵的なᩚഛにおいてᮍだ不明な点が多

い。౛えྠࡤ手法は新築・改修のどちらの更新もᛕ㢌に

置いた提案であったが、改修での適⏝においてはᵓ㐀イ

ンࣛࣇである境⏺ቨの設置にᙜたって両㞄の住戸のᙳ㡪

をཷけるため、ᵓ法のあり方を検討するᚲせがある。ま

た一⯡的に法定ඹ⏝部分とされるものとして、ඹ⏝ᗯ下

や⋞関ホール、࢚ࣞ࣋ーター室、㟁Ẽ室、ࣂルコニー等

の࡯かに建物の㌣యがある（区分所有法 2᮲ �㡯）が、

法定ඹ⏝部分については、規⣙によってもこれをᑓ有部

分とすることはできないものと解されている。本稿で提

案している「準ඹ⏝部分」は上グの「㌣య」の一部と解

㔘される可能性があり、そのሙ合には区分所有法・規定

の見┤しがᚲせとなる。௒ᚋは「戸別更新長屋」の実現

のため、法的・ᵓ法的検討もྵめ⪃ᐹしていきたい。 

 

ㅰ㎡ 

本◊✲は -636 ⛉学◊✲㈝補ຓ㔠・基┙◊✲�&�

（22.0���2）のຓ成をᚓて実施しました。ここにグしឤ

ㅰ⏦し上げます。 

 

ཧ⪃ᩥ⊩ 

1� 三森弘� ㈅ᓥ᱈௦� ⰼ㔛ಇᘅ：京都の⿄路における更新ᒚ歴とఏ統

的景観せ⣲にもとづく空間の㢮ᆺ化 㸫本能明೔地区における⿄路஦

౛と連担建築物設計制度の新規適ᛂ஦౛とのẚ㍑検討㸫、᪥本建築学

఍計画⣔ㄽᩥ㞟�➨ ���ྕ�SS2��1�2��0 �2010�10 

2� 三森弘� ⰼ㔛ಇᘅ：京都の既成市街地における敷地の接道᮲௳から

た路地空間の≉ᚩ㸫都心地区・௒⇃㔝地区・୐᮲地区におけるケーࡳ

ススタディ㸫、᪥本建築学఍計画⣔ㄽᩥ㞟� ➨ ���

ྕ�SS1����1����2011�10 

�� 三森弘� ⰼ㔛ಇᘅ：京都市の建築☜ㄆ⏦ㄳからࡳた路地空間と無接

道敷地の法的扱い、᪥本建築学఍計画⣔ㄽᩥ㞟�➨ ���

ྕ�SS11121�112��2012�� 

�� 三森弘� ⰼ㔛ಇᘅ：建築基準法制定᫬における京都・都心部の空間

ᵓ㐀㸫京都市明細ᅗにࡳる居住空間の෌現とそのኚᐜ㸫、᪥本建築学

఍計画⣔ㄽᩥ㞟�➨ ��1ྕ� SS2����2����2012�11 

�）京都市細街路対策指針�京都市�2012 

�）平成 21年᪥本建築行政఍㆟全ᅜ఍㆟「部఍検討⤖ᯝሗ࿌」� ᪥本建

築行政఍㆟全ᅜ఍㆟�200� 

�）建築基準法及びྠ大㜰ᗓ᮲౛ ㉁␲ᛂ⟅㞟㹙改ゞ�∧㹛�大㜰ᗓෆ建

築行政連⤡༠㆟఍ 

�� 平成 �0年住Ꮿ・土地統計調査�⥲ົ┬統計ᒁ�201� 

�� 改修によるマンションの෌⏕手法に関するマニュアル�ᅜ土஺㏻

┬�200� 
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１.はじめに

１-１.研究の背景と目的

日本住宅公団（現独立行政法人都市再生機構、以下 UR

都市機構とする）注 1）が 1955年の設立から高度成長期に

かけて建設した住宅団地のうち、UR 都市機構が所有し、

管理・運営している賃貸住宅団地については、建替えを

中心とした団地再生事業が進められてきている。建替事

業の開始は 1986年であり、今年度（2022年度）で 36年

目を迎えている注 2）。日本住宅公団が昭和 30 年代に建設

した賃貸住宅戸数は約 162,000 戸、昭和 40 年代は約

312,000 戸である。これら公団設立初期に建設された高

経年ストックの多くが団地再生事業等による更新対象と

されており、昭和 30 年代建設戸数の約 82％である

133,000戸がすでに更新され、昭和 40年代では、約 2％

の 7,000戸が更新されている。つまり現在、昭和 30年代

建設住戸の更新が終盤を迎え、昭和 40年代建設住戸の更

新が本格的に進みつつある状況である。ちなみに昭和 40

年代は、高度成長期の都市部の住宅不足解消という社会 

 

課題解決のため、公団では最も建設戸数が多くまた大規

模団地が建設されている。このような状況は他の公的賃

貸住宅区分でも同様であり、地方公共団体毎に状況は異

なるが、公営住宅においても建設戸数の総量は昭和 40

年代が最も多い。そして住生活基本法に基づき各都道府

県が策定する住生活基本計画においてもこれら高経年団

地の更新計画が示され、すでに更新事業が多方面で開始

されている。 

UR都市機構の団地再生事業を簡潔に振り返ると、当初

はまだ住宅需要が旺盛であったため、土地の高度利用・

有効活用が重視されていた。また、多様な住宅需要に対

応するため賃貸住宅の他、分譲住宅の供給を行っていた。

しかしながら UR都市機構が 1997年に分譲住宅建設事業

から撤退し、2001年には賃貸住宅建設についても建替え

に限定し、且つ現居住者のための戻り住宅建設に限定す

ることとなったため、団地再生事業等により発生する余

剰地は主に民間事業者に譲渡されている。これら譲渡用

地は一部で高齢者・子育て支援施設や健康増進施設等の 

団地再生事業により更新された住宅街区の評価手法に関する研究 
－香里団地における団地再生事業を事例として－ 

Study on Evaluation Method of Residential Blocks Updated 
by Housing Complex Regeneration Project 

- Taking the Housing Complex Regeneration Project in the Kori Housing Complex as an Example -

○土井睦浩*1，井上えり子*2 

DOI Mutsuhiro, INOUE Eriko 

Due to the housing complex regeneration project, many blocks have been converted from 
collective rental housing blocks to various residential blocks. It is expected that there will be 
many differences between these updated blocks. The purpose of this study is to devise and 
evaluate evaluation indexes from the viewpoints of landscape, living environment, safety, 
and disaster prevention for the block that has been renewed as collective housing. The cases 
are converted blocks in the housing complex regeneration project of the Kori housing 
complex. From this evaluation result, it was shown that the difference in each block can be 
quantified for each item. 

キーワード：団地再生，街区評価，評価指標，香里団地, 公的賃貸住宅、UR都市機構 

Keywords: Housing Complex Regeneration, Block Evaluation, Evaluation Indexes,  
Kori Housing Complex, Public Rental Housing, Urban Renaissance Agency  

*1 都市再生機構 工修

*2 京都女子大学家政学部生活造形学科 教授・工博
Urban Renaissance Agency, M. Eng. 
Prof., Dept. of Apparel and Space Design, Kyoto Women’s Univ., Dr. Eng. 

ὀ 

 
i 法➨ �2᮲ྛྕの規定にヱᙜする道路をいう。௨㝆≉ẁのことわりが

ない限り規定にヱᙜしない道を「路地」「⿄路」「㏻りᢤけ路地」およ

び「敷地ෆ㏻路」と౑い分けて࿧ࡪ。 

ii 長屋とは、ཧ⪃ᩥ⊩�）にて、1 Ჷでඹ⏝部分を有しない住戸が 2 戸

௨上のものまたは住室の形ᘧが⏺ቨをඹ有して連続しているもの、ま

たは、㔜ࡡ建て等になっている形ែのもの」とされており、本稿でも

この定⩏に๎る。ඹ⏝部分を有する住戸であれࡤඹྠ住Ꮿになる。 

iii 無接道敷地はその性格から路地༢఩でまとまって存在していたが、

本稿ではこれらによるまとまりを「路地空間」と࿧ࡪこととする。 

iY 旧➨ ��᮲ただし᭩き。法➨�2᮲に規定されている道路に敷地が2

࣓ーࢺル௨上接しないሙ合に、≉定行政ᗇが஺㏻上、安全上、防ⅆ上、

及び⾨⏕上支障がないとㄆめ、建築ᑂ査఍のྠ意をᚓてチ可をうけた

もの。 

Y 法 ��᮲ 2㡯に規定。」数敷地による一ᅋの土地において、ྛ建築物

が安全上、防ⅆ上、⾨⏕上支障ないと≉定行政ᗇがㄆめるものについ

ては、」数建築物がྠ一敷地ෆにあるものとࡳなして建築規制を適⏝。 

Yi あくまで道路としてㄆ定・ㄏᑟするもの。2㡯道路は �P௨上の道路

になるように建築の㝿には敷地ᚋ㏥するᚲせがある道路、�㡯道路は

道路ᚋ㏥を緩和できる道路で、主に歴史的細街路に౑われる。 

Yii 筆者による歴史的街区の細街路の調査2�で対象にした無接道敷地

のそのᚋの調査�2022�� 実施�では対象とした⿄路接続敷地・㏻りᢤけ

接続敷地の多くが長屋であった。 

Yiii ཧ⪃ᩥ⊩ ��➨ ��2⾲のデータを⏝いຍᕤした。本ᩥ୰の「೉家」

は⾲୰の「2�B民Ⴀ೉家」を指す。 

i[ ೉家割合との┦関ಀ数も�0��0でありᙉい㈇の┦関がࡳられた。 

[ 長屋の切り㞳し（一部取りቯし）の㐪法性についてุ᩿したᮾ京地方

⿢ุ所平成2�年 �᭶ 22᪥ุ決（ุ౛᫬ሗ221�ྕ �2㡫）による。 

[i 建築基準法 �᮲ 1㡯に示す大規ᶍの修⧋・ᶍ様替えを示す。�ྕ建築

物は☜ㄆ⏦ㄳの対象እとなっている。 

[ii長屋の所有者にとってはḟの点で࣓ࣜࢺࢵがある。 

・戸建てとẚべ⏺ቨの存在により敷地境⏺まで建築が可能である。さら

に㏻路のᖜဨが道路（�㹫௨上）より⊃く設定できるため、建築可能

㠃✚（建築㠃✚）のቑຍが期待できる。 

さらに京都の細街路（⿄路）に多い無接道敷地においては、 

・ႃඖ部分の㏻路ᖜဨが�P☜保できないሙ合、఩置指定道路化できな

いため戸建ての建築は不可能だが、戸別更新長屋は一敷地のため道路

接続部は2㹫あれࡤ接道規定を満たし෌建築が可能でなる。 

・༢⊂で長屋を分割・建て替えた敷地は無接道敷地のため土地の評価

㢠・担保価್がపく⼥㈨はᅔ㞴であるが、戸別更新長屋は接道規定を

満たしているため┦ሙでの評価となり、かつ⼥㈨の可能性が高くなる。 

[iii 「ᵓ㐀インࣛࣇ」の࿨名については住民ࣞ࣋ルでの意思決定を㉸

えたỌ続性を持った♫఍基┙的な意࿡合いを持たࡏた。 

[iY 建築基準法の「ᵓ㐀⪏ຊ上主せな部分」（௧1᮲三ྕ）はᵓ㐀ᙉ度

に関する規定、「主せᵓ㐀部」（法2᮲஬ྕ）は主に防ⅆ規定関する規

定となっている。本ᩥで示すᵓ㐀インࣛࣇをᵓ成する境⏺ቨとᱱは

「長屋の全య的な㦵格」となるため「ᵓ㐀⪏ຊ上主せな部分」だが、

境⏺ቨは⏺ቨ、እ周部ではእቨにᙜたり防ⅆ規定上のᙳ㡪もཷけるた

め「主せᵓ㐀部」でもあるとᤊえている。 

[Y ཧ⪃ᩥ⊩㸴）より一建築物とࡳなすุ᩿基準（ᶵ能・ᵓ㐀・እ観）

をཧ↷。 

[Yi 「新築」「改築」の区分けについては、᫛和2�年住指発➨ 1�00ྕ

（᫛和 2�年）の定⩏（改築とは、建築物の全部ⱝしくは一部を㝖༷

 
し、ཪはこれらの部分が災ᐖ等によって⁛ኻしたᚋᘬ続きこれと⏝㏵、

規ᶍ、ᵓ㐀のⴭしく␗ならない建築物を建てることをいう。ᚑ前のも

のとⴭしく␗なるときは、新築ཪはቑ築となる。なお、౑⏝ᮦᩱの新

旧は問わない）に準ࡌて、「改築」がᚑ前と⏝㏵・規ᶍ・ᵓ㐀がྠࡌ

であるものに対して、「新築」は⏝㏵や規ᶍ・ᵓ㐀が一つでも␗なる

状ែ、で分けており、ᕤ஦ෆᐜによってኚわる。௨㝆本ᩥ୰もྠ様。 

[Yii 規ᶍにより「大規ᶍなᶍ様替え」「大規ᶍな修⧋」もྵࡴ。㐣༙の

ุ定は長屋全య。 

[Yiii ཧ⪃ᩥ⊩ ��の「法律上の手続きと補ຓ・⼥㈨等の制度」による「大

規ᶍなᶍ様替え」「大規ᶍな修⧋」の定⩏をཧ↷。 
[i[ 本ᩥでは敷地ෆ㏻路のᖜဨは建築基準法の数್を⏝いているが、ྛ

≉定行政ᗇの᮲౛により1��Pよりもཝしい᮲௳が௜されていること

も多い。 
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